
地域における医療及び介護を総合的に確保するための仕組み

※ 法：地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

医療法
で定める
基本方針

介護保険法
で定める
基本指針

国

消費税財源活用（法第７条）

②地域における医療及び介護を総合的に
確保するための基本的な方針

総合確保方針（法第３条）

①医療と介護の総合的な確保の意義、基本的な方向
②医療法で定める基本方針、介護保険法で定める基本指針の基本となる事項
③法に基づく都道府県計画、市町村計画の作成、整合性の確保に関する基
本的な事項
④都道府県計画、医療計画、介護保険事業支援計画の整合性の確保
⑤基金事業に関する基本的な事項(事業の内容、公正性・透明性の確保等)
⑥その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項

介護保険
事業計画



੨

③ 市町村計画（事業計画）
（法第５条）

・医療及び介護の総合的な確保 に関する目標、計画期間
・目標を達成するために必要な事業に関する事項

④ 整合性の確保

医療計画 介護保険
事業支援計画地域医療構想

（ビジョン）



ਿ


③ 都道府県計画(事業計画)
（法第４条）

・医療及び介護の総合的な確保に関する目標、
計画期間

・目標を達成するために必要な事業に関する事項

基 金
（法第６条）

※国と都道府県の負担割合は
２／３、 １／３

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）
・病床の機能分化・連携
・在宅医療の推進・介護サービスの充実
・医療従事者等の確保・養成

交
付

申
請

提
出

交
付申

請

交
付

提
出

③

交付
提
出

④ 整合性の確保

整
合
性
の
確
保

⑤

・医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が総合確保方針を策定
・都道府県計画、医療計画、介護保険事業支援計画の整合性を確保
・都道府県計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等）のため、消費税増
収分を活用した新たな基金を都道府県に設置
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○ 団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護師等の医療
従事者の確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築、といった「医療・介護サービスの提供体制の改革」が急務の課題。

○ このため、医療法等の改正による制度面での対応に併せ、消費税増収分を財源として活用し、医療・介護サービスの提供体制改
革を推進するための新たな財政支援制度を創設する。

○ 各都道府県に消費税増収分を財源として活用した基金をつくり、各都道府県が作成した計画に基づき事業実施。

◇ この制度はまず医療を対象として平成26年度より実施し、介護については平成27年度から実施。病床の機能分化・連携については、平成
26年度は回復期病床への転換等現状でも必要なもののみ対象とし、平成27年度からの地域医療構想（ビジョン）の策定後に更なる拡充を
検討。

都道府県

基金

事 業 者 等

市町村

交付

申請 交付

①病床の機能分化・連携
③医療従事者等の確保・養成

国
消費税財源活用

交付
都道府県計画
提出

【新たな財政支援制度の仕組み】

申請 交付

１ 病床の機能分化・連携のために必要な事業

（１）地域医療構想（ビジョン）の達成に向けた医療機関の施設・設備の
整備を推進するための事業 等

２ 在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業

（１）在宅医療（歯科・薬局を含む）を推進するための事業

（２）介護サービスの施設・設備の整備を推進するための事業 等

３ 医療従事者等の確保・養成のための事業

（１）医師確保のための事業

（２）看護職員の確保のための事業

（３）介護従事者の確保のための事業

（４）医療・介護従事者の勤務環境改善のための事業 等

②在宅医療の推進・介護サービスの充実

交付

②在宅医療の推進
・介護サービスの充実

市町村
計画提出

申請

新たな財政支援制度の対象事業

①国は、法律に基づく基本的な方針を策定し、対象事業を明確化。
②都道府県は、計画を厚生労働省に提出。
③国・都道府県・市町村が基本的な方針・計画策定に当たって公正性及
び透明性を確保するため、関係者による協議の仕組みを設ける。
※国が策定する基本的な方針や交付要綱の中で、都道府県に対して官民に公
平に配分することを求める旨を記載するなどの対応を行う予定。（公正性及び透
明性の確保）

地域にとって必要な事業に適切かつ公平に配分される仕組み（案）

■国と都道府県の負担割合は、２／３：１／３

平成26年度
：公費で904億円

医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度
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② 在宅医療（歯科・薬局を含む）の推進
在宅医療の実施に係る拠点・支援体制の整備や、在宅医療や訪問看護を担う人材の確保・養成に資する

事業等の在宅医療（歯科・薬局を含む）の推進に資する事業

（例）
【在宅】○在宅医療の実施に係る拠点の整備

○在宅医療に係る医療連携体制の運営支援
○在宅医療の従事者やかかりつけ医の育成、在宅医療推進協議会の設置・運営
訪問看護の促進、人材確保を図るための研修等の実施
○認知症ケアパスや入退院時の連携パスの作成など認知症ケア等に関する医療介護連携体制の構築
○認知症疾患医療センター診療所型における鑑別診断の実施
○早期退院・地域定着支援のため精神科医療機関内の委員会への地域援助事業者の参画支援

【歯科】 在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整備
○在宅歯科医療連携室と在宅医療連携拠点や地域包括支援センター等との連携の推進
○在宅で療養する疾患を有する者に対する歯科保健医療を実施するための研修の実施
○在宅歯科医療を実施するための設備等の整備

【薬局】○訪問薬剤管理指導を行おうとする薬局への研修や実施している薬局の周知
○在宅医療や終末期医療における衛生材料や医療用麻薬等の円滑供給の支援 等

① 病床の機能分化・連携
ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備や、病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備等の

医療提供体制の改革に向けた施設及び設備等の整備

（例）
ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備

○精神科長期療養患者の地域移行を進め、医療機関の病床削減に資するため、精神科医療機関の病床のデイケア施設や地域
生活支援のための事業への移行を促進するための施設・設備整備

○がんの医療体制における空白地域の施設・設備整備
○地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対する歯科保健医療の推進 等
※病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備（ただし、平成２６年度は回復期病床等への転換など現状でも必要なもの
のみ対象とすることとし、平成２７年度から都道府県において地域医療構想が策定された後、更なる拡充を検討する。）

新たな財政支援制度における対象事業（案）

８

「○」をつけているものは、国と関係団体との協議を踏まえ地域包括ケアの推進等のため特に必要と考えられる新たな事業



③ 医療従事者等の確保・養成
ｱ）医師確保対策として、都道府県における医師確保のための相談・支援機能の強化や、地域医療に必要な

人材の確保等の事業、産科等の不足している診療科の医師確保事業、女性医療従事者の復職支援 等

（例） 地域医療支援センターの運営(地域枠に係る修学資金の貸与事業、無料職業紹介事業、定年退職後の医師の活用事業
を含む)
○地域医療対策協議会における調整経費
産科・救急・小児等の不足している診療科の医師確保支援

○医科・歯科連携に資する人材養成のための研修の実施
○女性医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、歯科技工士の復職や再就業の支援 等

ｲ）看護職員等確保対策として、新人看護職員等への研修や、看護師等の離職防止・定着促進等に係る事業、
看護師等養成所の運営 等

（例） 新人看護職員・看護職員等の質の向上を図るための研修の実施
看護師等養成所における教育内容の向上を図るための体制整備
○看護職員が都道府県内に定着するための支援
○医療機関と連携した看護職員確保対策の推進
看護師等養成所の施設・設備整備、看護職員定着促進のための宿舎整備

○歯科衛生士・歯科技工士養成所の施設・設備整備
○地域包括ケアの拠点となる病院・薬局における薬剤師の確保支援 等

ｳ）医療従事者の勤務環境改善対策として、都道府県における医療従事者の勤務環境改善の支援体制の整
備や、院内保育所の運営 等

（例）○ 勤務環境改善支援センターの運営
各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組への支援（医療クラーク、ICTシステム導入、院内保育所整備・運営

等）
○有床診療所における非常勤医師を含む医師、看護師等の確保支援
電話による小児患者の相談体制や休日・夜間の小児救急医療体制の整備

○後方支援機関への搬送体制整備 等

９



７月下旬 第２回都道府県個別ヒアリング（２６年度の事業の検討状況、２７年度の規
模感等）

７月２５日 第１回医療介護総合確保促進会議開催

９月１２日 総合確保方針の提示、新基金に係る交付要綱等の発出

９月中 都道府県が、都道府県計画を策定

１０月 都道府県へ内示

１１月 交付決定

スケジュール（案）

未定稿

今後のスケジュール（案）

基金事業について、各都道府県から４月下旬にヒアリングを行い意見を伺っているが、法
律成立後の主なスケジュールは以下の予定である。

都道府県に対して、以下のとおり依頼した。

１）医療介護総合確保方針、新基金に係る交付要綱に基づいて、事業の実施に関する
都道府県計画を速やかに策定していただくこと

２）その際、基金の造成及び事業の速やかな執行が可能となるよう、年度途中での都道府
県の予算の計上や基金の設置等に必要な条例の設定、改正の準備を進めていただく
こと

新基金造成に関する都道府県での準備について
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（都道府県計画）
第四条 都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び

介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画（以下「都道府県計画」という。）を作成することができる。
２ 都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一 医療介護総合確保区域（地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並
びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保
の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。）ごとの当該区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目
標及び計画期間

二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 医療法第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備
の整備に関する事業

ロ 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等（居宅その
他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第二項第二号イにおいて同じ。）における医療の提供に関する事
業（同条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。）

ハ 公的介護施設等の整備に関する事業（次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条
第二項第二号ロ及びハに掲げる事業を含む。）

ニ 医療従事者の確保に関する事業
ホ 介護従事者の確保に関する事業
ヘ その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令

で定める事業（次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ニに掲げる
事業を含む。）

三 その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項
３ 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画との整合
性の確保を図らなければならない。

４ 都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療又は介護
を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体
その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努め
るものとする。

５ 都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなけれ
ばならない。

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（抜粋）
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（基金）
第六条 都道府県が、都道府県計画に掲載された第四条第二項第二号に掲げる事業（第九条において「都道府県

事業」という。）に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第
二百四十一条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めるところにより、その財源に充てるために必要な資
金の三分の二を負担するものとする。

（財源の確保）
第七条 前条の基金の財源に充てるために、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定

財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成二十四年法
律第六十八号）の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。

附 則
（地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第四条 医療機関の施設及び設備の整備に関する事業で、第四条の規定（附則第一条第三号に掲げる改正規定
に限る。） による改正後の医療法（以下「第三号新医療法」という。）第三十条の四第二項第七号に規定する地
域医療構想が同条第一項の規定により定められ、又は第三号新医療法第三十条の六の規定により変更された
医療計画において定められるまでの間に、第一条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的
な確保の促進に関する法律（以下この条において「新医療介護総合確保法」という。）第三条第一項に規定する
総合確保方針に基づき、都道府県が地域における医療の確保のために必要があると認めて、新医療介護総合
確保法第四条第一項に規定する都道府県計画において定めるものについては、当該事業を新医療介護総合確
保法第六条に規定する都道府県事業とみなして、新医療介護総合確保法の規定を適用する。
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２．病床機能報告制度

施行期日：平成26年10月１日



（機能が
見えにくい）

医療機能
を自主的に

選択

医
療
機
関

（A病棟）
急性期機能

（C病棟）
慢性期機能

（B病棟）
回復期機能

医療機能の現状と
今後の方向を報告

都
道
府
県

○ 病床機能報告制度（平成26年度～）
医療機関が、その有する病床において担っている医療機能の現状と今後の方向を選択し、病棟単位で、

都道府県に報告する制度を設け、医療機関の自主的な取組みを進める。

○ 地域医療構想（ビジョン）の策定（平成27年度～）
都道府県は、地域の医療需要の将来推計や報告された情報等を活用して、二次医療圏等ごとの各医

療機能の将来の必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切
に推進するための地域医療のビジョンを策定し、医療計画に新たに盛り込み、さらなる機能分化を推進。

国は、都道府県における地域医療構想（ビジョン）策定のためのガイドラインを策定する（平成26年度
中）。

医療機能の報告等を活用し、地域医療構想
（ビジョン）を策定し、更なる機能分化を推進

（地域医療構想（ビジョン）の内容）

１．２０２５年の医療需要
入院・外来別・疾患別患者数 等

２．２０２５年に目指すべき医療提供体制
・二次医療圏等（在宅医療・地域包括ケアについては
市町村）ごとの医療機能別の必要量

３．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

医療従事者の確保・養成等

病床機能報告制度と地域医療構想（ビジョン）の策定
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◎ 各医療機関（有床診療所を含む。）は病棟単位で（※）、以下の医療機能について、「現状」と「今後の方向」を、都道府
県に報告する。
※ 医療資源の効果的かつ効率的な活用を図る観点から医療機関内でも機能分化を推進するため、「報告は病棟単位を基本とする」と

されている（「一般病床の機能分化の推進についての整理」（平成24年６月急性期医療に関する作業グループ）。

◎ 医療機能の名称及び内容は以下のとおりとする。

（注） 一般病床及び療養病床について、上記の医療機能及び提供する医療の具体的内容に関する項目を報告することとする。

◎ 病棟が担う機能を上記の中からいずれか１つ選択して、報告することとするが、実際の病棟には、様々な病期の患者
が入院していることから、提供している医療の内容が明らかとなるように具体的な報告事項を報告する。

◎ 医療機能を選択する際の判断基準は、病棟単位の医療の情報が不足している現段階では具体的な数値等を示すこと
は困難であるため、報告制度導入当初は、医療機関が、上記の各医療機能の定性的な基準を参考に医療機能を選択
し、都道府県に報告することとする。

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能
○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供す

る機能

急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。

○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や
在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテー
ション機能）。

慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロ
フィー患者又は難病患者等を入院させる機能

医療機関が報告する医療機能
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